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乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期    

成人期成人期成人期成人期    

第第第第4444章章章章     食育推進食育推進食育推進食育推進のののの取組取組取組取組とととと方向方向方向方向    

  

 木曽町の食育推進の基本目標を基本に、食育推進をめぐる現状と課題を体系化し、総合的に展

開、実施します。 

 

基本目標       基本目的    分類・目標       具体的目標     
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と
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木
曽
町
の
食 

～
食
卓
か
ら
は
じ
ま
る
人
づ
く
り
～ 

ライフステージライフステージライフステージライフステージ

をををを通通通通じたじたじたじた食育食育食育食育    

 

食食食食 のののの 理解理解理解理解 とととと 継継継継

承承承承    

 

食育食育食育食育 をすすめをすすめをすすめをすすめ

るるるる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

 

学童学童学童学童・・・・青年期青年期青年期青年期    

高高高高((((幸幸幸幸))))齢期齢期齢期齢期    

特色特色特色特色あるあるあるある食文化食文化食文化食文化    

特色特色特色特色あるあるあるある農産物農産物農産物農産物    

食食食食のののの情報提供情報提供情報提供情報提供とととと活用活用活用活用    

人材育成人材育成人材育成人材育成・・・・環境環境環境環境整備整備整備整備    

� 早寝早起き元気なからだ 

� 食べることが楽しい、お
いしい 

� 感謝してみんなで気持ち
よく食べる 

� 健康と食の基本を身につ

ける 
� 食を楽しみ感謝するここ

ろを持つ 

� 食文化を知り郷土を愛す
る気持ちを持つ 

� 食や健康に関心を持ち実

践する 
� 健やかな家族・地域を築

く 

� 食の大切さを理解し伝え
る 

� 食や健康の正しい知識を

持ち実践する 
� 健やかな家族・地域を築

く 
� 食文化や知恵を伝える 

� 食文化について理解する 

� 伝統的な木曽独自の料理
を味わう 

� 作る技術とこころを伝え
る 

� 農産物消費のネットワー

クを作る 
� 地元農産物を普及する 
� 農業が身近になる機会を

作る 

何でも食べて元気な子 

食を学ぼう楽礼期 

上手に食べて元気に暮らそう 

いきいき長生き幸齢期 

� 正しい情報が発信され

る 
� あふれる情報を選別す

る力をつける 

� 人材育成とボランティ

ア活動をすすめる 
� 食育関係者の協力体制

を構築する 
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１１１１    ライフステージライフステージライフステージライフステージをををを通通通通じたじたじたじた食育食育食育食育    

（１） 乳幼児期 

目標  何何何何でもでもでもでも食食食食べてべてべてべて、、、、元気元気元気元気なななな子子子子    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《具体的目標と達成のために必要なこと》 

○ 早寝早起き元気なからだ 

 子どもの生活リズムを大切にする 

バランスのよい食事がとれる 

よくかんで食べる 

  

○ 食べることが楽しい、おいしい 

家族そろって食べる機会を増やす 

食事のあいさつをする 

楽しい雰囲気で食べる 

年齢に応じた食事のマナーを身につける 

（食事の姿勢や態度、箸の持ち方、配膳など） 

 

○ 感謝してみんなで気持ちよく食べる 

農作物を育て収穫する 

できる範囲で食事の手伝いをする 

食への知識やこころを育む 

 

ねらいねらいねらいねらい    

乳幼児期は、一生の生活習慣の基本として、食事・睡眠・あそび等の毎日の健全なリ

ズムを身につける時期です。 

望ましい生活習慣の中で、子どもたちが空腹感を感じ、食べる意欲を持ち、おいしく

味わい満たされる毎日の体験を積み上げていくことが大切です。健全な発育のためには、

何をどれくらい食べるかという基本を重視します。 

また、日々の食習慣は、こころの発達にとって重要です。「いつ」「どこで」「だれと」

「どのように」食べるか、「楽しくおいしく」食べているかという点も重視します。 

そのためには、家族そろって食事をし、あいさつや年齢に応じた食事のマナーを身に

つけ、家族や仲間と楽しく、互いに気遣って食べることも大切にします。 

食べることが、いのちを育みつなげていく営みであることを体験を通して知り、全て

のいのちを大切に思う心が育つよう、野菜を育て収穫する、できる範囲で食事の手伝い

をするなどの日常の体験活動をすすめます。 
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《それぞれがやっていくこと》 

○家庭 

・できるだけ家族で食卓を囲み、乳幼児の生活リズムを考慮したよい生活習慣を積み重ねます。 

・子どもたちの成長に見合った食事の形や味付けを知り、バランスが取れた食事がおいしく楽し

く食べられる工夫をします。 

・食べ物について家族で話をしたり、子どもと買い物をする、簡単なものを一緒に作るなど食体

験の機会を設けます。 

 

○行政 

・乳幼児健診、離乳食教室等で乳幼児の発達に合わせた食事や生活リズムについての相談、 

支援を充実させます。 

・授乳・離乳の支援ガイドの普及をすすめ、母乳育児の促進や乳幼児の発達に適した支援 

を継続的にすすめます。 

・あそびの教室等で食について親子で体験できる取組みの場を活用します。 

・入学前の子どもと保護者を対象にした食育教室を、より参加しやすいものにします。 

・妊娠中の母体と胎児に対する講座で食育をすすめます。 

・「食育の日」「家庭の日」の啓発をすすめます。 

 

○保育園・幼稚園 

・年間を通して計画的に園児の状況に即した食育活動が実施できる基盤となる、食育計画 

を作ります。 

・家庭と連携して、よい生活リズムが身につくよう保育、支援をすすめます。 

・子ども達の発育に応じた給食を提供し、サンプル展示やレシピの紹介、試食会を実施 

するなど、保育園の食の状況や子どもの食の情報を家庭や地域に伝えます。 

・給食を通じて、あいさつや食事の態度、準備や片付けなどが身につく保育をすすめます。 

・園庭での野菜作り、それを使った行事や食事づくり体験を通して子どもたちの食の関心 

を高め、いのちの営みが理解できるような保育をすすめます。 

 

○ 食に関するボランティア団体 

・家庭で食育をすすめる力をつけるため、親子を対象にした料理教室などを開催します。 
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ねらいねらいねらいねらい    

 身体も心も大きく成長していくこの時期は、幼児期に引き続き健全な生活リズムを身に

つけ習慣化するとともに、多くの体験をし、学び、実践し、自立につなげる力を育む期間

です。 

 この時期の子どもは、学年があがるにつれて学習時間も増え、学校生活や部活動、地域

活動等多忙になってきますが、自身の成長とともに変化していく身体状況を理解し、適切

な運動、食事などを将来の自立に向けて自己管理していく知識と力を身につけることを重

視します。 

 食生活は、家族や仲間とのコミュニュケーションを深め、人間形成をしていく大切な場

であることを重視し、楽しくこころの充実した食事のあり方を見直す活動をすすめます。 

 毎日の食物の流通や生産を知るとともに、農作物の栽培や調理などの体験を通じて地域

の食文化やいのちへの理解を深めます。 

（２）学童･青年期 

  目標 食食食食をををを学学学学ぼうぼうぼうぼう楽礼期楽礼期楽礼期楽礼期（（（（学齢期学齢期学齢期学齢期））））    

 

《具体的目標と達成のために必要なこと》 

○健康と食の基本を身につける 

朝食を必ず食べる 

健康な生活リズムを身につける 

健康づくりの基礎を理解する 

自分や家族の食事が選べる・準備できる（食の自立） 

  

○食を楽しみ感謝するこころを持つ 

食事のマナーが身につく（食事のあいさつ、態度、箸の使い方など） 

食事のときはテレビを消す 

家族そろって食べるよう努める 

食を通じて家族や仲間とよい人間関係を育む 

 

○食文化を知り郷土を愛する気持ちを持つ 

農作物を育て収穫する 

郷土食を知り、調理し味わう 

 

 

 

 



 - 24 - 

《それぞれがやっていくこと》 

○家庭 

・家族そろって食事をとるよう努め、楽しい雰囲気の中で食事マナーやあいさつが子ども 

達に身につくよう家族みんなで実践します。 

・食事のとき、家族で会話を楽しめるような場作りをします。 

・生活時間に留意し、子どもが必ず朝食が取れるような環境を整え、成長に見合った食事 

ができるようにします。 

・親子で調理し、子どもたちの食の関心を高め、基本的技術を身につけます。 

・農作物の栽培を手がける、収穫するなどの体験を通じて食物のあり方やいのちについて 

の理解を深めます。 

 

○学校 

・各校の実情に応じた食に関する指導の全体計画を策定します。 

・食育の位置づけを明確にし、具体的目標の内容を計画的に身につけることができるよう、推進

体制を充実させ、学年、季節、教科等における食育計画を策定し指導をすすめます。 

・学校給食を「生きた教材」として活用し、毎日の成長や健康に必要な食べ物や、楽しく 

食べるための食事のマナーの習得、準備や片付けなど効果的に食に関する指導を行いま 

す。また、季節の行事食、郷土食などを献立に取入れるとともに地域農産物を活用した 

給食を行い地域の食に関する理解を深めます。 

・保護者や地域の方を対象にした試食会を継続し、給食の理解を深めます。 

・児童・生徒の発達に応じ、社会科、理科、総合的な学習の時間などの教科や学校行事な 

ど学校教育活動全体を通して、農業体験などの豊かな活動を関係者と連携してすすめま 

す。 

・肥満や偏食、食物アレルギーなど食に関する健康課題がある子どもに対して学級担任・ 

養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員等の関係職員及び学校医が家庭と連携して状況に応じた対

応をすすめます。 

・給食だより、学校だより、PTA 活動、講演会などを通して食育について発信し、望まし 

い食習慣を身につけたり、家族で食事することの大切さを伝えます。 

 

○農産物生産団体・体験施設 

・給食や生活に地元食材が安心して使えるよう、生産・流通・提供体制を整えます。 

・子どもたちの農業体験が充実するよう協力します。（生産者団体） 

・具体的な農業体験や農産物を使った調理体験に気軽に参加できる機会を増やします。（体験施設） 
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○ボランティア団体 

・地域の食材を使ったり行事食の調理実習をし、郷土食の理解をすすめ、子どもたちに作る技術

が身につくよう支援します。 

・ 子どもたちの発達に沿った楽しい調理を実施し、健康や食についての基本が身につくよう支

援します。 

・ 高校生の食育推進のための出前講座を開催します。 

 

○ 公民館 

・ 子どもたちを対象にした校外活動で、地域の食材を使ったり行事食の調理実習をし、郷土食

の理解をすすめ、作る技術が身につく学級・講座を開催します。 

 

○ 行政 

・ 高校生の食育推進のための出前講座を開催します。 

 

 

（３）成人期 

 目標  上手上手上手上手にににに食食食食べてべてべてべて元気元気元気元気にににに暮暮暮暮らそうらそうらそうらそう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《具体的目標と達成のために必要なこと》 

○ 食や健康に関心を持ち実践する 

自分の健康状態を知る 

健康的な生活リズムを整える 

何をどのくらい食べればいいか理解する 

食や健康の情報を的確に判断して活用する 

 

 

ねらいねらいねらいねらい    

 家庭の中心として、自身や家族の健康状態に関心を持ち、健康を維持・増進するた

めのよい生活習慣を実践、継続することが大切な年代です。 

 メタボリック症候群の予防や重症化を抑えるため、適切な食事と運動習慣を身につ

けいきいきと生活できる基盤を築くことを重視します。 

 そのためには、今の社会や食のあり方を理解し、自分や家族に適切な食事を選び準

備することと、食文化や食のこころ、技術を身につけ子どもたちや地域に伝えること

が大切です。 

 自分はもとより、家族や地域の中で食育をすすめる中核として活躍します。 
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○ 健やかな家族・地域を築く 

できるだけ家族で食事する機会を増やす 

食事作りや片付け、買い物など家族みんなで協力する 

おいしく楽しく食べられる場作りをする 

 

○ 食の大切さを理解し伝える 

行事食や郷土食を作り伝える 

調理技術を身につける 

自分の食事をそろえることができる 

地域の食材や季節の食材を積極的に利用できる 

 

《それぞれがやっていくこと》 

○ 個人・家庭 

・健康づくりのための食や生活習慣等の知識・技術を積極的に身につけ実践します。 

・検診・人間ドック等を定期的に受け、自身の健康状況を確認します。 

・できるだけ家族で食事する機会を持ち、楽しい雰囲気で食卓を囲みます。 

・ 地域の食材や行事食、伝統食を大切にします。 

 

○ 行政 

・保険者がメタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導を行うのに伴い、住民

全体の意識向上のための啓発を行います。 

・健康や食に着目し、生活習慣の問題点に気づき、具体的な実践につながる講座を開催し 

ます。 

 

○ 公民館 

・ 調理技術を身につける講座や男性のための料理教室など、誰もが食事をバランスよくそろえ

られたり食の技術を高める支援をします。 

 

○ 会社・企業 

・勤務する者が健康で生活できるために、保険者による検診を実施し、個人にあった指導 

を行います。 

 

○ 食育ボランティア 

・食と健康に関する調理講習会を身近な地区で開催します。 

・食に関する情報を身近な場で伝えます。 
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（４）高（幸）齢期 

 目標  いきいきいきいきいきいきいきいき長生長生長生長生きききき幸幸幸幸齢期齢期齢期齢期    

    

    

    

    

    

    

 

 

《具体的目標と達成のために必要なこと》 

○ 食や健康の正しい知識を持ち実践する 

自分の健康状況に関心を持ち理解する 

正しい情報を選ぶ力を身につける 

知識を実践に結びつける 

 

○ 健やかな家族・地域を築く 

元気な高齢者が地域を支える 

社会活動の場に積極的に参加する 

生きがいを持ち前向きに生活する 

 

○ 食文化や知恵を伝える 

豊かな木曽の味覚を継続し食文化を伝える 

地域の農産物を作り活用する 

 

《それぞれがやっていくこと》 

○ 個人・家庭 

・ 自分の健康状況をしり、正しい情報により維持増進のための実践をします。 

・ 前向きな気持ちで生きがいを持ち、豊かな知識や食文化を実践して若い世代に伝えます。 

 

○ 行政 

・ 保険者や包括介護支援センターが高齢者の健診・保健指導を行う機会に合わせて、高齢者の

意識向上のための啓発と情報提供を行います。 

・ 介護予防のための支援を行います。 

 

 

ねらいねらいねらいねらい    

 年齢を重ねる中で身体状況が変化し、健康に対する不安が増えてくる年代です。自身の

健康やその維持増進について正しい知識を持ち、毎日の生活の中でよい生活習慣を実践し

継続していきます。 

 豊かな知恵や知識、技術、木曽の食文化を若い世代に伝え導き、生きがいを持ち、健康

でいきいきと地域や社会を支えます。 
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○ 社会福祉協議会 

・高齢者がいきいきと生活できるように、調理技術や知識の普及、食の独り立ちを目指し料理教

室などを実施します。 

・ いきいきサロン等で高齢者が安心して集う場をつくります。 

 

○ 老人クラブ 

・ 仲間や生きがいづくりのため、活動する会員を増やし、健康でいきいきと地域を支えます。

次世代に様々な知識を継承するよう活動します。 

 

○ 公民館 

・ 高齢者が食や健康を通じて、仲間や生きがい作りができる学級を開催します。 

 

○ 食育ボランティア 

・高齢者の食の意識が充実し、健康でいきいき生活するためのお手伝いをします。 

 

計画計画計画計画終了時終了時終了時終了時におけるにおけるにおけるにおける目標値目標値目標値目標値    

分 類 指  標 現 状 目 標 備 考 

乳幼児期 就寝時間が22時以降の3歳

児 

３０％ ２０％以下 毎年２％低下、健

診おたずねで確認 

学童・青年

期 

毎日朝食を食べる生徒・児童 小学生 94％ 

中学生 90％ 

増加  

メタボリックシンドローム

の該当者・予備軍の割合 

男性 39.2％ 

女性 11.7％ 

それぞれ１０％減

少 

特定健診受診者の

中で把握 

成人期 

毎食朝食を食べる小中学生

の保護者 

95％ 

 

増加  
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ねらい 

 木曽の独自の自然と風土に育まれ、先人により培われてきた伝統ある豊かな食文化の

「技術」と「こころ」を住民が理解し、実践を通じて若い世代に伝えていくことが必要

です。 

食文化に興味を持ち、継承していくための機会を増やします。  

２２２２    食食食食のののの理解理解理解理解とととと継承継承継承継承    

（１）特色ある食文化 

《具体的目標達成のために必要なこと》 

○食文化について理解する 

  木曽の歴史や食文化を知る 

  伝統的な行事や食文化に誇りを持つ 

 

○伝統的な木曽独自の料理を味わう 

  家庭、地域で季節や行事の伝統食を作る 

  食文化や健康づくりを啓発する事業などで料理を味わう機会をもつ 

 

○作る技術とこころを伝える 

  伝統食の料理講習会の開催 

  高齢者と若い世代の食を通じた交流 

 

《それぞれの役割》 

○ 個人・家庭 

・地元の食文化を積極的に習得します。 

・季節の行事や料理に興味をもち、作り味わい次の世代に伝えます。 

 

○行政 

・食文化や健康づくりを啓発する事業を開催します。 

・郷土食、食文化を伝える場を設定します。 

 

○公民館や地域 

・木曽の文化や地域の食の学習の場を設けます。 

・郷土料理教室を開催します。 

 

○保育園・幼稚園・学校 

・給食に郷土食・伝統食を取入れます。 
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ねらい  

地元農産物に愛着と誇りを持って積極的に利用でき、生産者が張り合いを持って農業

に取組める地域づくりをすすめます。 

生産者と消費者を結びつけ、信頼関係の構築や理解と関心を高めます。 

 地域の農産物を知り、使い方を習得して積極的に使うことができるよう普及の機会に

努めます。 

・由来や作り方を子どもや家庭に伝えます。 

・季節の行事や教科の授業などで取り上げます。 

○食品流通、飲食店 

・郷土料理に使う食材の販売に力を入れます。（流通） 

・伝統的な料理を大切にし、積極的に提供します。 

 

○生産者団体・農政 

・伝統的な食材の生産と使い方を PR します。 

・郷土料理教室を開催します。 

 

○ボランティア団体 

・郷土料理の提供や話題づくりをします。 

 

 

（２）特色ある農産物 

 

《具体的目標達成のために必要なこと》 

○農産物消費のネットワークをつくる 

  生産者の意識統一 

  生産者と消費者の交流 

 

○地元農産物を普及する 

  特産品の周知・普及（味・食べ方・使い方）  

  地元農産物が手に入りやすい流通調整、販売拠点づくり 

 

○農業が身近になる機会をつくる 

  農業体験の機会の充実 
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《それぞれの役割》 

○ 個人･家庭 

・ 地元の農産物についての知識を深めます。 

・ 身近な農業体験をし、生産物を積極的に利用します。 

 

○ 行政 

・ 生産者と消費者のネットワークづくりをすすめ、農産物の理解と普及を図ります。 

・ 地元農産物や特産品の認知度を高めるための PR や場を設定します。 

・ 販売拠点への支援をおこないます。 

 

○ 農業生産者団体 

・信頼のおける農産物を生産します。 

・農産物の説明や活用するためのレシピの普及を図ります。 

 

○保育園・幼稚園 

・給食に地元生産物を積極的に利用します。 

・子どもたちの興味や理解を深めるため、農業体験の機会を作ります。 

 

○ 学校 

・給食に地元生産物を積極的に利用します。 

・子どもたちの興味や理解を深めるため、教科や行事など学校教育活動の中で農業体験の機会を

充実します。 

 

 

計画終了時計画終了時計画終了時計画終了時のののの目標値目標値目標値目標値    

分 類 指  標 現 状 目 標 備 考 

特色ある食

文化 

五平餅、朴葉巻き、手打ちそ

ば、栗きんとん、朴葉ずしな

ど代表的な郷土食 

知っている割合

90％以上 

知っている割合を

減らさない 

 

特色ある農

産物 

地元（町内）農産物を１品以

上使っている学校給食日数

の割合 

 

36.6％ 

地元農産物の使用

を増加する 

地元食材を使用 

した日   学校 

給食の日数 
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ねらい 

 身近な食や健康に対して様々な情報があふれる中、より正確でわかりやすい情報が発

信されることが大切です。 

また、たくさんの情報の中から正しい情報を選択し、活用して健康的で豊かな生活が

できることを目指します。 

３３３３    食食食食育育育育をすすめるをすすめるをすすめるをすすめる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

（１）食の情報提供と活用 

《具体的目標達成のために必要なこと》 

○正しい情報が発信される 

 信頼できる時事を得たわかりやすい情報が発信される 

 

○あふれる情報を選別する力をつける 

 身近に学習の場、相談の場がある 

  

《それぞれの役割》 

○個人 

・健康や食に関心を持ち、情報を選別する知識を深めます。 

 

○行政 

・健康や食育に関する情報を、広報、ホームページ、役場だよりなどを通じてわかりやすく発信

します。 

・食品の栄養表示やその活用についての情報提供の場を設けます。 

・「食育月間」「食育の日」の啓発をすすめます。 

・食に関する講習会、相談事業を行います。 

 

○学校 

・子どもたちや保護者の健康や食育に関する調査を行います。 

・家庭に食や健康の情報を積極的に提供します。 

 

○公民館や地域 

・食や健康に関する講座や学習会を開催します。 

 

○食品流通、飲食店 

・正しい食品表示や積極的な栄養表示をすすめます。 
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ねらいねらいねらいねらい    

 地域において、幅広い食育活動を一人ひとりに普及する食育ボランティアグループを

育成するとともにその活動を支援、促進します。 

 食育を円滑に推進するためには、関係機関や団体が共通認識を持って相互に連携しな

がら活動をすすめることが大切です。そのため、町内の関係者のネットワーク化をはか

り、情報交換を行うなど協力体制を作ります。 

○生産者団体・農政 

・情報開示できる産地づくりをすすめます。 

（２）人材育成･環境整備 

 

 

《具体的目標達成のために必要なこと》 

○人材育成とボランティア等活動をすすめる 

  養成講座の開催と育成 

  健康と食育をすすめる活動が継続してできる 

  ボランティア活動の支援 

 

○食育関係者の協力体制を構築する 

  定期的な連絡会議、情報交換の開催 

  各機関・団体の食育活動の状況把握と情報提供 

  協力できる事業の企画 

 

《それぞれがやっていくこと》 

○行政 

・ボランティアを養成し、資質向上のための支援をします。 

・食育推進のための活動を支援し、PR します。 

・食育関係機関や関係団体等の情報交換、連携が効果的に図れるよう食育推進連絡会議を開催し

ます。 

 

○公民館や地域 

・ボランティア活動の理解と効果的活用を図ります。 

・食育に関係する講座を充実し、自主グループの活性化を支援します。 

 

○ボランティア団体 

・地域の実情に即した食育活動を実施します。 

・活動状況の情報発信をおこないます。 

・食育関係機関と積極的に連携します。 
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計画終了時計画終了時計画終了時計画終了時のののの目標値目標値目標値目標値    

分 類 指  標 現 状 目 標 備 考 

食育の情報

提供と活用 

食育について言葉も意味も

知っている者 

４５％ ７０％以上 食改木曽支部調査 

人材育成・

環境整備 

食育ボランティア人数 92 人 増加  

 

 


